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第７回県政インターネットモニターアンケート 

特殊詐欺被害防止対策に関して 

犯罪被害者支援施策に関して 
 

※グラフの中の「ｎ」は、各設問の回答者総数を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○特殊詐欺被害防止対策に関して 

静岡県内における昨年の特殊詐欺発生状況は、423 件・約９億 7,015 万円（前

年比＋25 件・－約 7,200 万円）であり、被害額は減少傾向にあるものの、件数は

平成 27 年から４年連続で増加の一途を辿っており大変憂慮すべき事態です。 

特殊詐欺被害防止対策のためには、警察をはじめ、官産民連携した注意喚起広

報が重要であり、県民の皆様を特殊詐欺被害から守るための有益な情報を提供す

るため、あなたがお考えになることを教えてください。 

 

○犯罪被害者支援施策に関して 

静岡県では、犯罪被害者の状況やその心情に対する理解を深め、県民全体で犯

罪被害者を温かく支える地域社会の形成を目指しております。 

そこで、犯罪被害者やその支援に関して、皆様の考えを教えていただきたくア

ンケートを実施いたします。御協力をお願いいたします。 

 なお、このアンケートにおける「犯罪被害」とは、生命や身体を害する行為（殺

人、傷害、性犯罪、交通事故など）により、死亡・重傷病(ＰＴＳＤ等の精神疾

患を含む)といった重大な結果が生じた被害をいいます。また、「犯罪被害者」に

は、被害者本人だけではなく、その家族や遺族を含みます。 
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回答者数： 610 人（回答率：90.4％） 

  カテゴリー名 回答者数 ％ 

男性 301 49.3%性別 

女性 309 50.7%

10 代 4 0.7%

20 代 32 5.2%

30 代 86 14.1%

40 代 131 21.5%

50 代 154 25.2%

60 代 110 18.0%

70 代 77 12.6%

80 代 16 2.6%

年代 

90 代 0 0.0%

東部 182 29.8%

中部 228 37.4%

西部 198 32.5%

住所 

県外 2 0.3%

自営業 35 5.7%

会社員 230 37.7%

公務員 20 3.3%

主婦・主夫 161 26.4%

学生 17 2.8%

無職 112 18.4%

職業 

その他 35 5.7%
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○特殊詐欺被害防止対策に関して 

問１ あなたやあなたのご家族のところに、特殊詐欺犯人からサギ電話がかか

ってくると思いますか。（※「サギ電話」とは、特殊詐欺の犯人が、息子などを

騙ってだますためにかけてくる電話のこと。）（回答数は１つ） 

ｎ＝610（回答数１）

１　そう思う,
35.1%

４　そう思わ
ない, 8.4%

３　どちらかと
いうとそう思

わない,
12.8%

５　分からな
い, 9.3%

２　どちらかと
いうとそう思

う, 34.4%

 
 

問２ 特殊詐欺には様々な手口があります。次の中からあなたが知っているも

のを回答してください。（複数回答可） 

ｎ＝610（複数回答可）

95.9%

89.7%

87.4%

84.1%

1.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0
%

120.0
%

１　息子・孫等の親族になりすまし、仕事上のトラ
ブルなどを装ってお金を要求する手口

２　警察官等になりすまし、「カード情報が悪用さ
れており保全するため一旦預かる」などとキャッ

シュカードを騙し取る手口

３　「料金未納により訴訟に発展する」等とのはが
きやメールを送りつけ、電子マネーカードを購入さ

せる手口

４　市職員等になりすまし、還付金の返金を装
い、ＡＴＭでお金を振り込ませる手口

５　知っているものはない
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問３ あなたには、同居していない７０歳以上の両親または祖父母にあたるご

家族がいますか。（回答数は１つ） 

ｎ＝610（回答数１）

１　いる,
46.1%

２　いない,
53.1%

３　分からな
い, 0.8%

 

 

問３-２ 問３で「１ いる」を選択された方に伺います。同居していない７０

歳以上のご家族とは、どのくらいの頻度で連絡を取っていますか。（「連絡」と

は、対面での会話、電話、メール、ＳＮＳ、手紙を手段とするもの）（回答数は

１つ） 

ｎ=281（回答数１）

１　毎日,
10.3%

３　週に１～
３回, 25.3%

４　月に１～
３回, 34.2%

６　１年に１
回未満（何
年も連絡を
取っていな
い）, 3.6%

５　年に１～
11回, 17.8%

２　週に４～
６回, 8.9%
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問４ サギ電話を受けないための対策機器や対策電話機（以下「対策電話機等」

と表現しています。※）が家電量販店やインターネットで販売されていること

を知っていますか。（回答数は１つ） 

※「対策電話機等」とは、電話をかけてきた相手に「録音する」と警告メッセ

ージを流し通話内容を録音する機能、警察等で把握したサギ電話番号や番号非

通知からの着信を自動ブロックして電話を鳴らさない機能などを備えたもので

す 

ｎ＝610（回答数１）

１　知ってい
た, 64.3%

２　対策電話
機等は知っ

ているが、販
売されてい
ることは知ら

なかった,
19.0%

３　対策電話
機等自体を
知らなかっ
た, 16.7%

 

 

問５ あなた自身または、あなたのご家族にとって、被害を防ぐために自宅に

対策電話機等を設置する対策が必要だと思いますか。（回答数は１つ） 

ｎ＝610（回答数１）

３　必要だと
思わない,

22.6%

４　分からな
い, 11.6%

２　必要だと
思う（まだ設
置はしてい

ない）,
53.0%

１　必要だと
思う（既に設
置済みであ
る）, 12.8%
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問５-２ 問５で「３ 必要だと思わない」を選択された方に伺います。対策が

必要ないと考える理由をお答えください。（複数回答可） 

ｎ＝138（複数回答可）

11.6%

10.1%

34.1%

30.4%

6.5%

29.7%

0.0% 5.0% 10.0
%

15.0
%

20.0
%

25.0
%

30.0
%

35.0
%

40.0
%

１　サギ電話はかかってこないから

２　効果があると思えないから

３　経費をかけてまで対策をする必要性がないか
ら

４　だまされない自信があるから

５　自分には関係のないことだから

６　その他

 

 

問６ 特殊詐欺被害防止対策について、ご意見がありましたら、ご自由にお書

きください。（500 字以内） 

 

担 当 静岡県警察本部生活安全企画課 

電 話 054-271-0110 

ＦＡＸ 054-250-0111 
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○犯罪被害者支援施策に関して 

問１ あなたは、「静岡県犯罪被害者等支援条例」についてご存知ですか。（回

答数は１つ） 

ｎ＝610（回答数１）

３　聞いたこ
とはある

が、内容は
よく知らな
い, 36.2%

４　初めて
聞いた,
50.5%

２　聞いたこ
とがあり、内
容もある程
度知ってい
る, 10.8%

１　聞いたこ
とがあり、内
容もよく知っ
ている, 2.5%

 

 

問１－２ 問１で「１ 聞いたことがあり、内容もよく知っている」、「２ 聞

いたことがあり、内容もある程度知っている」を選択された方に伺います。あ

なたは、静岡県では犯罪被害者等支援は十分に行われていると思いますか。（回

答数は１つ） 

ｎ＝81（回答数１）

１　十分で
ある, 4.9% ２　どちらか

といえば、
十分である,

22.2%
５　どちらと
も言えない,

38.3%

４　不十分
である,
7.4%

３　どちらか
といえば、

不十分であ
る, 27.2%
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問１－３ 問１－２で「１ 十分である」、「２ どちらかといえば、十分であ

る」、「３ どちらかといえば、不十分である」、「４ 不十分である」を選択さ

れた方に伺います。問１－２の選択肢を選択した理由をお答えください。（任意） 

 

問２ あなたは、犯罪被害者は、被害に遭って以降、具体的にどのような状況

におかれることが多いと思いますか。（複数回答可） 

ｎ＝610（複数回答可）

77.9%

66.4%

37.0%

73.1%

58.4%

40.0%

45.9%

47.0%

37.5%

39.5%

9.8%

7.0%

3.9%

2.0%

0.0
%

10.
0%

20.
0%

30.
0%

40.
0%

50.
0%

60.
0%

70.
0%

80.
0%

90.
0%

１　精神的なケアやカウンセリングが必要になる

２　自分に落ち度がないのに自責感に苦しめられ
る

３　事件のことを世間に早く忘れてほしいと思う

４　事件のことが忘れられずに苦しむ

５　事件に関する報道に苦しむ

６　孤独感や疎外感を感じる

７　家族の関係が悪くなる

８　近所の人や友人との関係が悪くなる

９　捜査や裁判等で多忙になる

10　仕事を続けるのが難しくなる

11　経済的に困窮した場合、公的機関による経
済的支援が受けられる

12　加害者から十分な謝罪や被害弁償を受けら
れる

13　分からない

14　その他（具体的にご記入ください。）
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問３ あなたが知っている被害者相談窓口を教えてください。（複数回答可） 

ｎ＝610（複数回答可）

11.3%

13.1%

17.2%

12.1%

6.9%

3.0%

17.9%

27.0%

49.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

１　性犯罪被害相談電話「＃８１０３：ハートさん」
（県警察）

２　静岡県性暴力被害者支援センター「愛称：ＳＯ
ＲＡ(そら)」（静岡県）

３　性犯罪被害110番（県警察）

４　犯罪被害者支援室（県警察）

５　認定ＮＰＯ法人静岡犯罪被害者支援センター
（民間援助団体）

６　犯罪被害者等支援総合調整窓口（静岡県）

７　総合的対応窓口（各市町）

８　被害者支援専用ダイヤル（法テラス）

９　全て知らない
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問４ あなたは、今後、犯罪被害者支援のためにどのような施策が必要だと思

いますか。（複数回答可） 

ｎ＝610（複数回答可）

74.1%

28.7%

33.9%

21.8%

62.3%

38.2%

27.2%

23.0%

10.8%

8.2%

4.4%

0.0% 10.0
%

20.0
%

30.0
%

40.0
%

50.0
%

60.0
%

70.0
%

80.0
%

１　弁護士費用等の裁判に必要な経費の補助

２　見舞金の支出

３　生活費等の無償・低金利での貸付

４　ホームヘルパーの派遣等による日常生活の
支援

５　臨床心理士、公認心理師等の専門家による
無料のカウンセリングの提供

６　精神科医療費の補助

７　被害者自助グループ活動の支援

８　犯罪被害者等の窮状について理解を深める
ためのマスコミ等を利用した広報

９　犯罪被害者等による講演会の開催

10　分からない

11　その他（具体的にご記入ください。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

問５ 平成 31 年４月現在、全国の市区町村の約 29％が犯罪被害者等支援条例を

制定しております。静岡県内では、藤枝市、長泉町、裾野市が同条例を制定し

ておりますが、あなたは県内の他の市町でも同条例が必要だと思いますか。（回

答数は１つ） 

ｎ＝610（回答数１）

１　必要
だと思う,

71.5%

２　必要
ないと思
う, 1.5%

３　よく分
からない,

27.0%

 

 

問５－２ 問５で「１ 必要だと思う」、「２ 必要ないと思う」を選択された

方に伺います。問５の選択肢を選択した理由をお答えください。（任意） 

 

問６ 犯罪被害者やその支援についてご意見がありましたら、ご自由にお書き

ください。（500 字以内） 

 

 

担 当 静岡県警察本部警察相談課 

電 話 054-271-0110 

ＦＡＸ 054-271-0110 


